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東松山市 廃棄物対策課
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回 覧

◆粗大ごみの処分について

①処理施設に自分で持ち込む

一般家庭の粗大ごみを市の施設でお受けしています。可燃粗大ごみは東松山市クリーンセンター、

不燃粗大ごみは西本宿不燃物等埋立地に搬入してください。

（受付時間）
平日 午前８時３０分～午後４時

粗大ごみ

東松山市クリーンセンター 西本宿不燃物等埋立地

木製家具 ふとん

東松山市神戸２２７２

可燃物の例

敷物（じゅうたん）

東松山市西本宿２４００－１

不燃物の例

石油ストーブ 自転車 ガスレンジ

※毎月第２日曜日の午前９時～１２時まで、西本宿不燃物等埋立地にて、一般家庭の粗大ごみ
の受け入れ（可燃物・不燃物）を行っています。
※自動車運転免許証等による住所確認を行います。

②戸別有料収集

粗大ごみ品目手数料（主なもの）

品 目 単価（円） 品 目 単価（円） 品 目 単価（円）

ふとん（１枚） ２００ 石油ストーブ ５１０ 電子レンジ ７２０

掃除機 ２００ ガス台 ７２０ ベッド１式（シングル） １，２３０

カーペット（６帖まで） ５１０ 自転車（大人用） ７２０ たんす（高さ90㎝以上） １，２３０

③ 一般廃棄物の収集運搬の許可を受けている業者に依頼

引越しなどで一度に大量に処分する時や屋外に出せない場合などは、東松山

市で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に直接ご依頼ください。な

お、許可業者については、右のＱＲコードからご確認ください。

※チラシのポスティングやトラックにより「不用品の無料回収」を宣伝し巡回する、違法な不用品回

収業者とのトラブルが増えています。違法な業者に処分を依頼しますと、回収されたものが適正

に処理されず、不法投棄される等のトラブルに巻き込まれる可能性がありますのでご注意くださ

い。

〈許可業者一覧〉

ご自宅まで粗大ごみの収集に伺います。市役所廃棄物対策課又は各市民活動センターの窓口で

事前の申し込みが必要です。毎月前半・後半の２回に分けてお受けした後、予め決められた日（申

込の際にご案内します）に収集します。

当日は粗大ごみを屋外（１階）に出してください。立ち合い等は不要です。なお、屋外に出せない粗

大ごみは収集できません。

※１回に５点まで

☎０４９３－３４－５５５０

〈手数料〉車両重量計表示４０㎏まで無料
５０㎏以上は１０㎏につき２５円
（例）１００㎏の場合２５０円

〈家庭粗大ごみ収集計画表 〉



◆家電リサイクル法対象品の処分方法について

家電リサイクル法対象品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、・冷
凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）の処分は、市ではお受けでき
ないため、次のいずれかの方法でご対応ください。

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

エアコン

衣類乾燥機

洗濯機

【対象品の処分方法】

家電リサイクル法対象品

①販売店に引き取りを依頼する

買い換えではなく、処分だけを行う場合は購入した販
売店にご相談ください。

②指定引取場所に直接持ち込む

お近くの郵便局でリサイクル券を購入した上で、下記の
指定引取場所に直接持ち込んでください。
リサイクル券は、家電の種類のほか、メーカーや型番で

異なりますので、詳しくは家電リサイクル券センターの
ホームページをご確認ください。

〈家電リサイクル券センター㏋〉

●東松山市近隣の主な指定引取場所

引取場所の名称 所在地 電話番号

岡山県貨物運送㈱ 鴻巣営業所 鴻巣市箕田３２６４－８ ０４８－５９６－８３７１

東上通運㈱ 川越リサイクルセンター 川越市松郷８８６－９ ０４９－２７２－７７５０

日本通運㈱ 川越事業所 川越市南大塚６－３７－３ ０４９－２４９－０２０１

㈱葵環境開発 入間エコストック 入間市仏子７６３－１ ０４－２９３２－９９８０

中田屋㈱ 加須工場 加須市志多見２２３６ ０４８０－６１－２０５５

久留米運送㈱ 入間店 入間市二本木１２７８－７ ０４－２９３５－２１５７

③ 一般廃棄物の収集運搬の許可を受けている業者に依頼

東松山市で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に処分を依頼してくださ
い。なお、その際には、右のＱＲコードから、東松山市のホームページに掲載されている
許可業者のうち、特定家庭用機器廃棄物を取り扱う業者を確認の上、ご相談ください。

〈許可業者一覧〉

～３Ｒを推進しよう～

下記指定引取場所以外の引
取場所についても家電リサイク
ル券センターＨＰより、お調べい
ただけます。

３Ｒ（スリーアール）とは、リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ）、リユース（Ｒｅｕｓｅ）、リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）の３つ
のＲ（アール）の総称です。２つめのＲ（リユース）とは、使えるものは繰り返し使うことです。一度使用
され、不要となったものを再び使用することで、ごみを減らし、自然環境への負担を抑えるための取
り組みです。不用となったものをごみとして捨ててしまう前に、リユースすることができないか考えて
みてください。まだ使えるものはリユースして、ごみの減量にご協力ください。

～リユースの方法～
●友人・知人に譲る ●リユースショップを利用する ●インターネットオークションを利用する

●修理して再度使う ●フリーマーケット・バザーなどを利用する ●フリマアプリを利用する


